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新聞 解禁日等は特にありません
扱い

平成22年12月1日

国土交通省 遠賀川河川事務所 中間出張所

遠賀川河口域の不法係留船（15隻）を撤去します

遠賀川河口域には、多数の船舶（Ｈ22現在：775隻）が河川管理者の許可を得ずに係留され、

河川の安全な流下を阻害する障害物等になるなど災害をもたらす可能性があり、河川管理上

大きな問題となっています。

さらに、環境上の問題として、周辺住民に対する騒音やゴミ問題・違法駐車などの被害も発

生しています。

この為、国土交通省 遠賀川河川事務所では、不法係留船対策を進めるために、本年9月16

日に行政手続きに則った『遠賀川河口域利用対策協議会』を立ち上げ、不法係留船対策の基

本方針や具体的対策方法（取締り・撤去方法など）を検討しているところです。

このような中、西川及び遠賀川の河川敷に所有者不明の船が15隻存在し、専門機関（（財）

新日本検定協会 福岡事業所）の船価鑑定の結果、船舶としての価値が無いことが判明しま

した。

よって上記、所有者不明の船15隻を塵芥として取り扱い、撤去することし

ました。

撤去の日時や場所等については、以下のとおりです。

撤 去 日 時 ：12月7日～9日（予備日：10日）
撤去船舶位置：別紙１のとおり

取材の日時と場所を下記のとおり設定します

日時：12月7日（火） 9:00～11:00
場所：別紙２のとおり

※上記日時は不法係留船撤去の現場において、直接の取材を受け付けるものです。
電話取材や写真撮りについては、12月7日～9日のいつでも受け付けております。

問い合わせ先

【不法係留船対策全般に関する問い合わせ先】
遠賀川河川事務所 占用調整課 高橋 または 松村 TEL:0949-22-1830

【不法係留船の撤去に関する問い合わせ先】
遠賀川河川事務所 中間出張所 柏木 または 村岡 TEL:093-245-0154



撤去船舶位置図 別紙１

※撤去船舶の詳細な場所については参考資料を参照ください
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別紙２

取材対応場所
12月7日（火） 9:00～11:00
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取材対応場所位置図



(

参考資料撤去する不法係留船１５隻の詳細な位置図
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